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　知と実践をつなぐ架け橋として

日本歯科衛生学会幹事長・編集委員会委員長　新井 恵

このたび，日本歯科衛生学会において幹事長ならびに編集委員長を拝命いたしました。歴代の幹事
長・編集委員長が築いてこられた基盤をしっかりと受け継ぎ，本学会のさらなる発展に寄与できるよ
う，誠心誠意努めてまいります。今後とも，どうぞよろしくお願い申し上げます。
本年 11 月 2 日・3日には，記念すべき第 20 回学術大会が東京・昭和医科大学上條記念館にて開催さ

れます。今回の大会では，「歯科医療DXで変わる！歯科衛生士の未来―知る，活用する，つながる」
をメインテーマに掲げ，現地とオンラインのハイブリッド形式での開催が予定されています。
DX（デジタルトランスフォーメーション）の進展により，歯科医療の現場では新たな技術や情報の

活用が求められ，歯科衛生士の役割や専門性も変化しつつあります。こうした変化を前向きに捉え，未
来への可能性を広げる場として，本大会が多くの気づきや学びをもたらすことを願っております。
また，情報発信のあり方も大きく変化しています。本学会雑誌は前号をもって紙媒体での発行を終了

し，本号より J-STAGE および本学会ウェブサイトにて電子公開されることとなりました。これによ
り，研究成果へのアクセスがより迅速かつ容易になり，全国の歯科衛生士が時間や場所を問わず学術情
報に触れることが可能となります。ICT（情報通信技術）の活用が進む中で，学会活動もより柔軟で開
かれたものへと進化しています。
歯科衛生士の研究活動は，質の高いケアの提供，教育・指導力の強化，そして専門職としての地位向

上に直結する重要な営みです。日々の歯科衛生活動の場で感じる疑問や課題こそが，貴重なリサーチク
エスチョンの源です。ぜひその問いを出発点として研究に取り組み，成果を学術大会で発表し，論文と
して本学会に投稿していただきたいと思います。一人ひとりの研究が，歯科衛生士全体の専門性を高
め，社会に対する信頼を築く礎となります。
さらに，学会は専門分野を超えた交流の場でもあります。分野を問わず情報交換ができることで，歯

科衛生士としての視野が広がり，新たな知見や連携の可能性が生まれます。また，病院・大学病院勤
務，歯科診療所，在宅歯科訪問診療，介護老人保健施設，教育機関，行政，地域や被災地での活動な
ど，多岐に渡って活躍する歯科衛生士が集うことで，さまざまな取り組みや工夫を知り，業務改善や新
たな挑戦へのヒントを得ることもできます。
学会への参加は，今後のキャリアの方向性を考えるきっかけにもなります。臨床だけでなく，教育，

研究，地域活動など，歯科衛生士としての多様な可能性に気づき，自身の進路を見つめ直す機会となる
でしょう。学会はすべての歯科衛生士に開かれた場であり，共に学び，つながり，刺激し合える環境が
整っています。
本学会が，歯科衛生士の知と実践をつなぐ場として，今後ますます発展していくことを心より願って

おります。そして私自身も，その一助となれるよう，誠実に職務を果たしてまいります。今後とも，皆
様の変わらぬご支援とご協力を賜りますよう，心よりお願い申し上げます。

巻　頭　言
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日本歯科衛生学会雑誌、電子ジャーナルとして
新たな一歩を踏み出します！

このたび，日本歯科衛生学会雑誌は大きな節目を迎え，本号より電子ジャー
ナルとして新たなスタートを切ることとなりました。これまで長年にわたり，
紙媒体として年 2回（8 月および 2月）発行され，会員の皆様のお手元にお届
けしてまいりましたが，今後は紙での発行を終了し，完全電子化された形での
提供へと移行いたします。

この変革は，単なる媒体の変更にとどまらず，学術情報の発信と共有のあり
方そのものを見直し，より開かれた，よりアクセスしやすい学術環境を目指す
ものです。電子ジャーナル化により，日本歯科衛生学会のWeb サイトを通じ
て，どなたでも，いつでも，どこからでも，掲載された論文や記事を自由に閲
覧・ダウンロードできるようになります。これにより，利便性が飛躍的に向上
し，歯科衛生に関する最新の研究成果や実践的な知見を，より迅速かつ広範に
届けることが可能となります。

さらに，本学会雑誌は，J-STAGE（科学技術振興機構が提供する電子ジャーナルプラットフォームであり学術論文
のオンライン上の公開を支援する仕組み）を活用して発信されます。J-STAGEは，国内外の多数の学会や研究機関が
利用する信頼性の高いプラットフォームであり，世界中の研究者，専門職，教育関係者，また，一般の方々にも広く
開かれた環境が整っています。これにより，歯科衛生士による研究成果が，国内外の多職種の専門家や関心を持つ
人々の目に触れる機会が増え，学術的な交流の活性化や社会的な認知の向上が期待されます。

このような大きな変革の時期に，ちょうど第 20 巻という記念すべき節目を迎えることができたのは，非常に意義深
く，感慨もひとしおです。ここまで本学会雑誌が継続し，発展してこられたのは，ひとえに会員の皆様の温かいご支
援とご協力の賜物であり，編集委員会一同，心より深く感謝申し上げます。

今後も，歯科衛生分野のさらなる発展と，学術的な交流の深化を目指し，会員の皆様からの積極的なご投稿をお待
ちしております。電子ジャーナルという新たな形を通じて，より多くの方々に本学会雑誌をご活用いただければ幸い
です。

引き続き，日本歯科衛生学会雑誌へのご支援を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。

� 日本歯科衛生学会 編集委員会
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本学会雑誌のイメージカラーは、
第 20 巻から「パープル」になり
ました。
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【緒　言】
近年，再発・転移頭頸部癌に対する治療の進歩

は目覚ましく，分子標的薬や免疫療法の出現によ
り，生存期間の延長が認められる。一方で，長期
にわたる薬物療法では，有害事象の管理が重要な
課題となる。特に口腔癌は，病状の進行に伴い，
咀嚼機能や嚥下機能の低下，誤嚥性肺炎のリスク
増加，さらには整容面への影響を通じて，患者の
QOL を著しく低下させる可能性がある。病悩期
間が長い口腔癌患者に対して，支持療法の一環と
して適切な口腔衛生管理を実施することは，がん
患者の口腔機能の維持，口腔内の保清など，口腔
粘膜炎の発症リスクの軽減，疼痛の緩和，歯周炎
など慢性炎症巣の急性化防止といった効果も期待
される1，2）。
ここ数年，歯科衛生士が周術期や終末期の口腔

癌患者の口腔衛生管理に関与する機会が増加して
いるが，口腔癌患者個々の病態や抱える問題は多
岐にわたり，標準化された口腔衛生管理の指針は
確立されておらず，その報告は少ない3）。
今回われわれは，広範な下顎欠損を伴う再発口

腔癌患者に対して，終末期に至るまで口腔衛生管
理を行い，誤嚥性肺炎の予防に寄与した可能性が

ある 1例を経験したのでその概要を報告する。

症例の概要
患者：70 歳代，女性。
主訴：口が常に渇き，うまく歯が磨けない。
既 往 歴： 右 側 下 顎 歯 肉 扁 平 上 皮 癌

（rT4aN2bM0），高脂血症，胃瘻造設状態。
口腔癌治療経過：X年 Y月 Z日，右側下顎歯
肉扁平上皮癌（cT4aN2bM0）に対して，当セン
ターにて右側下顎区域切除術，プレート再建術，
右側根治的頸部郭清術変法を施行し，術後放射線
治療（総線量 60 Gy）を行った。再発転移なく経
過していたが，X年から 11 年後に，左側下顎歯
肉に再発（rT4N0M0）を認めたため，下顎前歯
部歯槽骨を残し，左側下顎骨区域切除術，同側根
治的頸部郭清術変法を行なった。X年 Y月から
12 年 9 カ月後には，左側下顎歯肉に再発を認め
たが，本人が積極的加療を望まず，外来にて経過
観察となった。その後も腫瘍は徐々に増大し，下
顎から下唇，頸部皮膚へ進展を認めたため，X年
Y月から 13 年 4 カ月後より，切除不能再発病変
に対し，救済化学療法として，セツキシマブ，
5-FU，シスプラチン併用療法，ニボルマブ療
法，パクリタキセル単剤療法を交互使用しながら
腫瘍制御を図った。X年Y月より 15 年 9 カ月後

症 例 報 告

受付日　2024 年 12 月 19 日　　受理　2025 年 7 月 18 日

広範な下顎骨欠損を伴う再発口腔癌患者に対し
口腔衛生管理を実施した 1例
A case of oral hygiene management intervention for a patient with recurrent oral 
cancer with extensive mandibular defect

棚町陽子1，2）　　　成冨恭子1，2）　　　浪辺陽子1，2）　　寺松順子1，2）

TANAMACHI Yoko	 NARITOMI Yasuko	 NAMIBE Yoko	 TERAMATSU Junko

篠﨑勝美2）

SHINOZAKI Katsumi

1）福岡県歯科衛生士会
2）久留米大学医学部歯科口腔医療センター

キーワード 　‌�下顎骨欠損，口腔衛生管理，再発口腔癌，誤嚥性肺炎
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からはニボルマブ療法から再度，セツキシマブ，
パクリタキセルの併用療法に変更した。
現病歴：長期にわたる口腔癌治療歴があった

が，患者は「可能な限り自らの力で日常生活を送
りたい」との強い意向を示しており，医療従事者
による口腔衛生管理への介入を一貫して拒否して
いた。しかし，腫瘍の増大および薬物療法に伴う
口腔内の著明な乾燥感ならびに不快感の出現によ

り，患者は専門的な口腔清掃指導を希望するよう
になった。これを受け，X年 Y月から 15 年 10
カ月後より口腔衛生管理を開始した。
口腔衛生管理開始時の現症：体格は中等度。腫
瘍進展に伴い，咀嚼を含めた摂食機能，嚥下機能
は極めて不良で，経口摂取は不可能であった。胃
瘻からの経管栄養管理（経管栄養剤 1300Kcal，
タンパク量 42g）であり，栄養状態はやや不良
（BMI18.0，アルブミン値 3.5g ／ dL）であった。
全 身 状 態 は Eastern Cooperative Oncology 
Group（ECOG）Performance Status（PS）4）にて
0であり，問題なく日常生活を送ることができて
いた。
口腔外所見：下顎から下唇，オトガイ部皮膚は
腫瘍により欠損し，残存していた下顎前歯部歯槽
骨は吸収し，左右のプレートが一部皮下および粘
膜部から露出していた。下顎骨骨体部の欠損によ
り，口腔外より舌が視認可能であった。舌の背面
に再発病変が認められ（図 1A），造影CTにおい
て，下顎から下唇部の欠損と不整な腫瘍の拡が
り，さらに頸部皮膚へ進展が確認された（図
1B）。肺を含めた他臓器に転移性病変は認めな
かったが，両側肺野に複数の浸潤影を認め，誤嚥
性肺炎の所見であった（図 1C）。
口腔内所見：口唇閉鎖不全により，口腔粘膜は
著しく乾燥していた。両側頬粘膜，および口蓋粘
膜に強い発赤を認めたが，潰瘍やびらんは認めら
れず，Common Terminology Criteria for 
Adverse Events（ver5.0）にて Grade 1 相当の

図 1A　  口腔衛生管理介入時の顔貌お
よび口腔内写真

下顎から下唇にかけて腫瘍により欠損
しており，口腔外より舌が視認可能で
あった。

図1A 口腔衛生管理介入時の顔貌および口腔内写真
下顎から下唇にかけて腫瘍により欠損しており，口腔外より舌が視認可能であった。

図1B 口腔衛生管理介入時の頭頸部の造影CT写真
造影CTでは，下顎から下唇は欠損し，辺縁不整な腫瘍が頸部皮膚へ進展していた。図 1B　  口腔衛生管理介入時の頭頸部の造影 CT

写真
造影CTでは，下顎から下唇は欠損し，辺縁不整
な腫瘍が頸部皮膚へ進展していた。

図1A 口腔衛生管理介入時の顔貌および口腔内写真
下顎から下唇にかけて腫瘍により欠損しており，口腔外より舌が視認可能であった。

図1B 口腔衛生管理介入時の頭頸部の造影CT写真
造影CTでは，下顎から下唇は欠損し，辺縁不整な腫瘍が頸部皮膚へ進展していた。

図 1C　口腔衛生管理介入前の肺のCT写真
両側肺野に複数の浸潤影を認めた。

図1C 口腔衛生管理介入前の肺のCT写真
両側肺野に複数の浸潤影を認めた。

図2  口腔衛生管理介入前の歯周チャート
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口腔粘膜炎の所見であった。残存歯は上顎の 11
本であり，O’Leary の Plaque Control Record（以
下 PCR）は 86％と不良であった（図 2）。特に口
蓋側歯頸部に歯垢付着を認め，辺縁歯肉の発赤と
腫脹を伴っていた。縁下歯石の付着はほとんど認
めなかった。
血液検査所見：血球検査，凝固機能検査，電解

質，肝機能を含め正常値であった。腎機能はCcr 
（クレアチニンクリアランス）74.8ml ／ min，腫
瘍マーカーは SCC（扁平上皮がん関連抗原）1.3 
ng ／ ml，CEA（癌胎児性抗原）1.3ng ／ ml と
正常範囲であった。
白血球数 11600 ／ ml，CRP（C 反応性タンパ

ク質）1.05 ／ dl と軽度炎症値の上昇を認めた。
臨床診断は，左側下顎歯肉扁平上皮癌再発

（rT4aN0M0），18，17，14，13，12，11，21，
22，23，25 慢性辺縁性歯周炎，薬物療法に伴う
口腔粘膜炎，誤嚥性肺炎と歯科医師が診断した。

本雑誌投稿に際して，患者および家族に口頭や
文章で十分に説明し，書面による同意を得た。

治療経過
造影CTにて両側肺野に浸潤影を認めたため，

呼吸器病センターに対診を依頼した。呼吸器内科
にて誤嚥性肺炎と診断されたが，自覚症状に乏し
く，呼吸状態も安定していたことより薬物療法は
行わず経過観察となった。これを受け，患者の専
門的口腔清掃指導に対する希望ならびに誤嚥性肺
炎再発予防の観点から，歯科衛生士による口腔衛

生管理介入の必要性を説明し，同意を得た上で介
入を開始した。
Ⅰ．救済化学療法中の口腔衛生管理
初期介入時には歯科衛生士による直接的介入が
拒否されたことから，セルフケアを中心とした指
導に限定された。患者の几帳面で真面目な性格を
踏まえ，口腔衛生管理の重要性を，顎模型を用い
たブラッシング指導にて順を追って理解させ，モ
チベーションを高めた。指導内容においては，1
日 3 回（朝，昼，夕）の歯磨きの継続を指示し
た。また，腫瘍の増大によりアクセス困難であっ

図 2　口腔衛生管理介入前の歯周チャート

図1C 口腔衛生管理介入前の肺のCT写真
両側肺野に複数の浸潤影を認めた。

図2  口腔衛生管理介入前の歯周チャート

図3 BSC期における下顎欠損部へのドレッシング写真
下顎欠損部を創傷用ドレッシング剤と滅菌ガーゼで被覆し，その上から保護テープで被覆した。

図4  口腔衛生管理介入後の歯周チャート

図 3　  BSC 期における下顎欠損部へ
のドレッシング写真

下顎欠損部を創傷用ドレッシング剤と
滅菌ガーゼで被覆し，その上から保護
テープで被覆した。
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た口蓋側歯面や歯頸部へのポイント磨きに際して
は，ワンタフトブラシ（ピーキュア S，株式会社
オーラルケア）を併用した。粘膜部においては，
堆積した剥離上皮や乾燥した喀痰を物理的に取り
除くため，スポンジブラシの使用を勧め，口腔内
細菌数を減らし，誤嚥性肺炎の発症リスクの軽減
に努めた。歯磨剤は，低刺激で抗菌作用を有する
リフレケアⓇ（雪印ビーンスターク株式会社）の
使用，保湿剤としてもリフレケアⓇを 1 日 4 回
（朝，昼，夕，就寝前）使用するよう指導した。
また，口唇閉鎖不全により含嗽は困難であったた
め，代わりにアズノール含嗽剤を浸潤させたガー

ゼやスポンジブラシでの清拭を行うよう指導し
た。これら一連の口腔衛生指導は鏡を用いて行う
よう指導した。セルフケア終了時には，唾液など
口腔内浸出液の流出防止と，審美障害の解消に努
めるため，医療従事者（歯科医師，看護師，歯科
衛生士）が，創部の被覆方法を指導し患者自身に
て創部の被覆を実施した。腫瘍ならびに下顎欠損
部を，シングルパッドA（白十字株式会社）で
保護し，その上にガーゼを重ねて下顎の形態を模
し，さらに皮膚と色調の近いスキントンテープ
（優肌絆サージカルテープスキンカラー，株式会
社ニトムズ）で被覆した（図 3）。X年 Y月から

表 1　口腔衛生管理介入前後のEiler’s score

項目
アセスメント
の手段

診査方法 1 2 3
介入前スコア
（点）

介入後スコア
（点）

声 聴く 患者と会話する 正常 低い／かすれている 会話が困難／痛みを伴う 3 3

嚥下 観察 嚥下をしてもらう 正常な嚥下
嚥下時に痛みがある／

嚥下が困難
嚥下ができない 3 3

口唇 視診，触診
組織を観察し，
触ってみる

滑らかで，
ピンク色で潤いがある

乾燥している／
ひび割れている

潰瘍がある／出血がある 2 1

舌 視診，触診
組織を観察し，
触ってみる

ピンク色で潤いがあり，
乳頭が明瞭

舌苔がある／乳頭が消失
しテカりがある，発赤を

伴うこともある

水泡がある／
ひび割れしている

3 2

唾液 舌圧子
舌圧子を口腔内に入
れ，舌の中心部分と口
腔底に触れる

水っぽく，
サラサラしている

粘性がある／
ネバネバしている

唾液がみられない。
（乾燥している）

3 2

粘膜 視診 組織の状態観察する ピンク色で潤いがある
発赤がある／被膜に覆わ
れている（白みがかかっ
ている），潰瘍はない

潰瘍があり，
出血を伴うことがある。

3 2

歯肉 視診，舌圧子
舌圧子や綿棒の先端で
やさしく組織を押す

ピンク色で，スティップ
リングがある

（ひきしまっている）

浮腫があり，
発赤を伴うこともある

自然出血がある／
押すと出血する

3 2

歯と義歯 視診
歯の状態，または義歯
の接触部分を観察する

清潔で，残渣がない
部分的に歯垢や残渣が
ある（歯がある場合，

歯間など）

歯肉辺緑や義歯接触部
全体に歯垢や残渣がある

2 1

22 16

図 4　口腔衛生管理介入後の歯周チャート

図3 BSC期における下顎欠損部へのドレッシング写真
下顎欠損部を創傷用ドレッシング剤と滅菌ガーゼで被覆し，その上から保護テープで被覆した。

図4  口腔衛生管理介入後の歯周チャート
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15 年 11 カ月目，さらなる腫瘍の増大，口腔乾燥
感や薬物療法に伴う口腔粘膜炎の増悪により，セ
ルフケアが次第に困難となったため，本人の希望
により歯科衛生士の積極的な介入による口腔衛生
管理を開始した。口腔衛生管理開始に際し，ま
ず，Eilers Oral Assessment Guide（ 以 下 OA�
G）5）を用いて，1．声，2．嚥下，3．口唇，4．舌，�
5．唾液，6．粘膜，7．歯肉，8．歯と義歯（歯の
清掃状態）の 8項目について，各々 1～ 3 点の 3
段階で評価した。口腔衛生管理介入前のスコアは
22 点であった（表 1）。また，O’Leary の Plaque 
Control Record（以下 PCR）は 86％と不良であっ
た（図 2）。セルフケアで遵守していた指導内容
に加え，粘膜炎を発症していた頬粘膜においては
物理的刺激を避けるため，生理食塩水をシリンジ
に入れて，吸引しながら繰り返し水銃にて洗浄し
た。週に 1回程度の頻度で歯科衛生士が積極的に
行い，口腔衛生状態を保つよう努めた。積極的な
口腔衛生管理介入後 29 日目の OAGは，16 点に
改善し（表 1），PCRは 36％へ改善した（図 4）。
さらに，同日に撮影した造影CTにて，口腔衛生
管理介入前に認めていた肺の浸潤影（図 1C）は
介入後に縮小ないし消失した（図 5）。
Ⅱ．‌�Best Supportive Care（以下 BSC）移行後の
口腔衛生管理

X年Y月から 16 年 2 カ月後，舌に新規病変が
出現し，以後急速な増大を示し（図 6），癌の進
行に伴い，腫瘍部からの頻回の出血や，体力の低
下を認めた。本人，家族の希望により，その 16

日後，BSC の方針となった。BSC 移行後の口腔
衛生管理は，腫瘍の進展と病状の進行に伴う
ADLの低下により，セルフケアが困難であった
ため，患者の同意を得て，歯科衛生士による口腔
衛生管理を開始した。流水による洗浄も口腔内に
水分を保持しておくことが困難なため，苦痛な様
子であり，水を使わないタイプの口腔ケア用ジェ
ル（お口を洗うジェル，日本歯科薬品株式会社）
を使用した。同剤を残存歯および，粘膜へ一層塗
布，堆積物を軟化させた後，吸引下に歯ブラシと
スポンジブラシを用い口腔衛生管理を行った。な
お，BSC に移行後も，家族の都合で当科への受
診頻度を増やすことはできなかったため，ケアの
要点を家族に指導し，可能な限りホームケアを励
行するよう促した。2020 年 1 月上旬に，自宅で
の療養が困難となり，当院緩和ケアセンターに入
院となったが，患者がしばしばせん妄状態に陥
り，口腔衛生管理の介入を拒否されることも多く
なった。口腔衛生管理介入は，患者の状態のよい
時に不定期に病棟のベッドサイドにて行い，口腔
衛生管理を拒否された際には，担当看護師に介入
を依頼した。看護師への指導に関しては，患者負
担軽減のため，ケアの内容を一部簡略化，リフレ
ケアⓇを十分に塗布するよう指導した。口腔衛生
管理実施時は，意識レベルの低下により，誤嚥リ
スクの増加が懸念されたため，主にベッドサイド
でファーラ位にて行った。病状進行に加え，下顎
骨の欠損による舌根沈下も相まって，口腔衛生管
理中の経皮的動脈血酸素飽和濃度（percutaneous 

図6 終末期の顔貌および口腔内写真
舌に新規病変が出現し，以後急速な増大を示した。

図5  口腔衛生管理介入後の肺のCT像
両側肺野の浸潤影は消失もしくは縮小していた。図 5　口腔衛生管理介入後の肺のCT像

両側肺野の浸潤影は消失もしくは縮小していた。

図6 終末期の顔貌および口腔内写真
舌に新規病変が出現し，以後急速な増大を示した。

図5  口腔衛生管理介入後の肺のCT像
両側肺野の浸潤影は消失もしくは縮小していた。

図 6　終末期の顔貌および口腔内写真
舌に新規病変が出現し，以後急速な増大を示した。
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oxygen saturation：以下 SpO2）の低下が懸念さ
れた。口腔衛生管理実施時には，外来通院可能期
間における平均 SpO2 値（95%）を安全域の指標
とし，これを下回らない範囲で介入を行った。
SpO2 の一時的な低下が確認された場合には，値
が基準レベルに回復するまでケアを中断し，回復
後に口腔衛生管理を継続した。また刺激の少ない
保湿剤としてリフレケアⓇを使用し，口腔内の湿
潤環境を保つよう心がけた。緩和ケア病棟入院後
は，連日，看護師による口腔ケアを行い，歯科衛
生士による口腔衛生管理は患者状態を考慮して，
週に 2回程度行った。緩和ケア病棟入院から 8日
後，再発口腔癌の病状進行のため患者は永眠し
た。

【考　察】
口腔癌の根治的治療後の原発巣・頸部再発率は

通常 24－48% とされ，そのうち原発巣の再発が
半数以上を占めている5）。再発症例の内，手術不
能で放射線治療歴のある症例に対しては薬物療法
が選択されるが，近年では免疫チェックポイント
阻 害 薬（immune checkpoint inhibitors 以 下
ICIs）が治療に用いられ，生存期間が延長するこ
とが報告されている6，7）。しかし，治療効果に乏
しい症例も存在し，これらに対して ICIs と救済
化学療を交互に行い，奏効したという報告が多く
みられている8，9）。自験例においても，ICIs と従
来の化学療法薬を交互に使用することで，生存期
間の延長を得た10）。
一方で，長期にわたる複数種類の薬物療法を行

う上で問題となってくるのが，有害事象の管理で
ある。口腔癌は細菌数の多い口腔領域に発生する
ため，感染による有害事象の発生リスクが高くな
ることが考えられる。抗癌剤による直接的な作用
による一次性の口腔粘膜炎に加え，口腔内細菌が
関与する二次感染により口腔粘膜炎が重症化す�
る11）。加えて，病状の進行による咀嚼，嚥下機能
の低下や，誤嚥性肺炎，整容面の低下などが，
QOL の低下に直結する。自験例における口腔衛
生管理上の問題点は多岐にわたり，放射線治療の
既往，広範な下顎骨および下唇の欠損，口唇閉鎖
不能による流涎，口腔乾燥などの口腔内不快感，

経口摂取および嚥下困難，不顕性肺炎，誤嚥性肺
炎，そして腫瘍が直視できることによる審美的障
害および精神的ストレスなど挙げられた。口腔衛
生管理を行うことで，口腔内の不快感は減少し，
口腔粘膜炎による疼痛の改善，歯周炎の急性化の
防止を図ることができた。不顕性肺炎および誤嚥
性肺炎を予防ないし改善する上で，口腔衛生管理
が有効とされている12）が，自験例においても，介
入前に認めていた肺の浸潤影は，介入後に縮小な
いし消失しており，口腔衛生管理が誤嚥性肺炎の
予防に寄与した可能性があるものと考えられた。
広範な下顎骨の欠損による審美障害に対しては，
一般的に顎補綴治療が行われることが多い1）。し
かし，自験例においては，腫瘍は下唇からオトガ
イ部皮膚にまで進展しており，残存下顎骨も少な
かったことから，顎補綴治療は困難であった。そ
こで，この審美障害の改善のため，ガーゼやテー
プを用いた下顔面部の創部被覆を行ない，可能な
限り整容面の回復に努め，患者の心理的ストレス
の解消に努めた。全介入期間を通じて，几帳面な
患者の性格に寄り添い，自力でできる事と協力を
得たい事の区別化を図り，協力しながら遂行した
事で中断する事なく口腔衛生管理を継続する事が
できた。
周術期や終末期における口腔衛生管理には多く
の課題が存在しており，その一つとして，患者の
全身状態に応じた適切な介入時期の判断が挙げら
れる。「リハビリテーション医療における安全管
理・推進のためのガイドライン」では，安静時の
SpO2 が 90% 以下の場合には，積極的なリハビリ
テーションの実施は推奨されないとされてい�
る13）。一方で，口腔衛生管理実施時における
SpO2 の基準値については明確な指針が存在せ
ず，呼吸器疾患や心不全などの基礎疾患の有無に
より，適切な SpO2 の目標値は個別に異なると考
えられている14，15）。自験例では，終末期の口腔衛
生管理は，外来通院が可能であった時期の平均的
な SpO2 95% を指標とし，患者の SpO2 のみなら
ず全身状態を鑑みながら行った。周術期や終末期
における口腔衛生管理介入のタイミングや頻度
は，患者の意識レベル，呼吸状態，全身状態など
多面的な情報を基に判断する必要があり，個別性
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に配慮した柔軟な対応が求められると考えられ
た。

【結　論】
今回われわれは，広範な下顎骨欠損を伴う再発

口腔癌患者に対して，終末期にいたる継続的な口
腔衛生管理の介入を行った。
口腔癌患者個々の特殊性に対応するためには，

治療期に生じる様々な有害事象を多角的に評価
し，がん治療に携わる歯科医師，歯科衛生士，看
護師やNSTなど多職種から成るチームでの対応
が重要であり，治療開始から終末期に至るまで一
貫したサポートが重要と考えられた。

本論文に関して，開示すべき利益相反関係事項はない。
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日本歯科衛生学会雑誌（THE JOURNAL OF JAPAN 
SOCIETY FOR DENTAL HYGIENE）は，歯科衛生の
向上と実践に関する研究論文を受け付ける。

この規程は，日本歯科衛生学会雑誌（以下「本誌」と
い う ） に 掲 載 す る 総 説（Review Article）， 原 著

（Original Article），報告（Report：臨床，症例，調査，
活動），資料（Information：歯科衛生に関する有用なデ
ータ），およびその他の投稿について規定する。

１　本学会雑誌の発行
本誌は，原則として年 2 回発行し，電子ジャーナルと

して J － STAGE（国立研究開発法人 科学技術振興機
構）に公開をする。

２　投稿資格
本誌に投稿する筆頭者および共同研究者は，日本歯科

衛生学会会員に限る。なお，編集委員会から依頼された
原稿については，この限りでない。

３　倫理規定
人を対象とする研究については，「ヘルシンキ宣言

（1964 年採択，2024 年改訂）に沿ったものとし，別掲の
「医学論文における患者プライバシー保護ならびに研究
倫理に関する指針」を遵守して倫理的に行われており，
対象者あるいは患者にインフォームドコンセントが得ら
れていなければならない。人を対象とする研究論文の投
稿に際しては，所属機関あるいは所属施設の倫理審査委
員会の承認を得ることを必須とする。投稿者の周囲に適
切な倫理審査委員会がない場合は，研究開始前に，本学
会で倫理審査を受けることができる。また，投稿する論
文の「対象および方法」において，承認された倫理審査
委員会の名称および承認番号を記載する。なお，倫理審
査委員会により非該当となった場合には，その旨を記載
する。本学会の倫理審査申請の手引きを参照する。

動物実験は，所属施設の動物実験指針等に準拠し，動
物実験委員会等で承認を得て，その旨を明記する。

４　利益相反（Conflict of Interest，以下「COI」）
論文の種類にかかわらず COI の有無について，論文

末尾の「引用文献」の前に以下の記載例にならって記載
し，開示する。なお，論文初回投稿時，「日本歯科衛生
学会雑誌の投稿論文に関わる利益相反（COI）」自己申

告書」を添付する。
1 ）COI 状態がない場合：「本論文に対して，開示すべ
き利益相反状態はない。」

2）COI 状態がある場合：以下に例を示す。
例）・‌�第一著者は，〇〇株式会社より報酬を受理して

いる。
　 ・‌�本研究は，著者が所属する〇〇株式会社の研究

費で実施された。

５　原稿内容と分類
1 ）投稿する原稿は，本学会の目的に合った内容で，他
の雑誌に投稿や発表をしていないものに限る。

2）投稿の分類は，総説，原著，臨床報告，症例報告，
調査報告，活動報告，資料等とする。総説や論説
は，原則として編集委員会が依頼するものとする。

（1）原著：研究の新規性および独創性の高い研究成果
から得られた歯科衛生領域の論文で，研究目的，方
法，結果が明確で，客観的な考察ならびに結論を含
むもの。さらに当該領域における先行研究について
の論及が十分であり，先行研究と比較してどのよう
な結果が得られたのかという理論的な考察が含まれ
信頼性の高いもの。

（2）臨床報告，症例報告：歯科衛生領域の技法・手法
の改良に有用で信頼性のあるもの。

（3）調査報告：歯科衛生領域の研究や調査等に関する
報告で信頼性のあるもの。

（4）活動報告：歯科衛生領域の個人や団体による活動
等の報告あるいは紹介。

（5）資料：歯科衛生に関する有用なデータの報告ある
いは紹介

６　原稿の投稿，採否および掲載順序
1 ）オンラインにて投稿する。ウェブ上に設置した「論
文投稿システム」を使用し，原稿ファイル，「著作
権委譲承諾書」および「日本歯科衛生学会雑誌の投
稿論文に関わる利益相反（COI）自己申告書」をア
ップロードする。

2）学会に到着した日を原稿受付日とする。
3）学会より論文受理の連絡後，論文投稿システムを使
用し，完成原稿をアップロードする。

4）投稿原稿の受理は，複数の査読者の意見を参考にし
て，編集委員会で決定する。

日本歯科衛生学会雑誌投稿規程
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5 ）編集委員会は，著者に承認を求めたうえで，原稿の
分類を変更することができる。また，原稿につい
て，加筆・修正等を求めることがある。訂正を求め
られた原稿は，指定期間までに再提出する。

6）投稿論文の掲載順序は，編集委員会が決定する。

７　著作権，複写権の行使
1 ）本誌に掲載された論文の著作権（著作財産権）は，
本学会に帰属する。本学会が必要と認めたときある
いは外部から引用の申請があったときは，編集委員
会で審議し，掲載ならびに版権使用を認めることが
ある。

2）著者は，当該著作物の複写権および公衆送信権を日
本歯科衛生学会に委任するものとする。

3）掲載された論文の著作権譲渡にあたり，著作権委譲
承諾書に著者全員の署名を行い，投稿原稿とともに
提出する。

８　掲載料
組版後 5 頁以内は無料とする。ただし，これを超えた

場合は，著者負担とする。また，カラー掲載を希望する
も著者負担とする。

９　別刷（印刷物）
別刷は，50 部単位とし，実費は著者負担とする。希

望する場合は，「論文投稿票」 に希望部数を記載する。

10　校正
著者校正は原則として初校のみとする。組版面積に影

響を与える加筆・変更は認めない。

11　原稿の書き方
投稿原稿は，最新の「投稿の手引き」に従って執筆す

る。準拠しない原稿は編集委員会から加筆・訂正を依頼
することがある。

附則
１　この規程は，平成 21 年 5 月 1 日から施行する。
２　この規程は，平成 23 年 12 月１日から施行する。
３　この規程は，平成 25 年 12 月 1 日から施行する。
４　この規程は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
５　この規程は，平成 29 年 12 月 8 日から施行する。
６　この規程は，令和 4 年 12 月 3 日から施行する。
７　この規程は，令和 7 年 5 月 16 日から施行する。
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医療の実施に際して患者のプライバシー保護は医療者
に求められる重要な責務である。一方，医学研究におい
て医学論文は医学・医療の進歩に貢献してきており，国
民の健康，福祉の向上に重要な役割を果たしている。医
学論文あるいは学会・研究会において発表される報告で
は，特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載さ
れることが多い。その際，プライバシー保護に配慮し，
患者が特定されないよう留意しなければならない。日本
歯科衛生学会雑誌に掲載される症例報告を含む医学論文
については，以下の指針を遵守し，なお一層，学術発表
における患者プライバシー保護に努めるものとする。ま
た，人間を対象とする臨床研究においては，被検者の尊
厳と人権に対する配慮が科学的・社会的利益よりも優先
されることを前提とし，研究者等が円滑に臨床研究を実
施するため，世界医師会によるヘルシンキ宣言ならびに
我が国において定められた下記の指針ならびに法律上の
規範を遵守するものとする。

1．患者のプライバシー保護に関する指針
1 ）患者個人の特定が可能となる氏名，カルテ番号，入
院番号，イニシャルまたは「呼び名」等は記載しな
い。

2）患者の住所は記載しない。ただし，疾患の発生場所
が病態等に関与する場合は区域（神奈川県，横浜市
など）までに限定して記載する。

3）日付は，個人が特定できないと判断される場合でも
年月までの記載にとどめる。

4）他の情報と診療科名を照合することにより患者が特
定され得る場合，診療科名は記載しない。

5）既に他院などで診断・治療を受けている場合，その

施設名ならびに所在地を記載しない。ただし，救急
医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限り
ではない。

6）顔写真を提示する際には目隠しを付す。
7）症例を特定できる生検，剖検，画像情報に含まれる
番号などは削除する。

8）以上の配慮をしても個人が特定される可能性のある
場合は，発表に関する同意を患者本人（または遺族
か代理人，小児では保護者）から得る。

9）前項の手続きが困難な場合は，筆頭著者の所属する
施設における倫理委員会もしくは本学会倫理審査委
員会の承認を得ることが望ましい。

2．研究に関する倫理指針
1 ）臨床研究など医学系研究の個人情報の取り扱いなら
びに疫学研究に関しては「人を対象とする生命科
学・医学系研究に関する倫理指針」（文部科学省・
厚生労働省・経済産業省）（令和 3年 3月 23 日（令
和 4 年 3 月 10 日一部改正）（令和 5年 3 月 27 日一
部改正））による規定を遵守する。

2）再生医療について，PRP，脂肪細胞，臍帯血細胞，
幹細胞，iPS 細胞などの使用（臨床・研究）は，「再
生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」
（厚生労働省）（平成 25 年公布，平成 28 年 8 月 8 日
政令第 278 号）による規定を遵守する。

（注 1）�上記の指針本文等は，管轄各省庁の HP を参
照する。

（注 2）PRP: Plate-Rich Plasma

医学論文における患者プライバシー保護ならびに研究倫理に関する指針
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日本歯科衛生学会雑誌の投稿論文に関わる利益相反（COI）自己申告書 

 

投稿論文題目：                                       

                                              

 

著者氏名（全員）                                      

 
＊著者全員について，投稿時から遡って，過去 1 年以内の論文内容に関係する企業・組織や団体との COI 状態を記載し

て下さい。配偶者，一親等の親族，収入・財産を共有する者が COI状態に該当する場合は，「該当者氏名（発表者との関

係）」のように記載して下さい。 

申告すべき事項【申告の基準】 

該当の有無

（○印を付

す） 

○有の場合，①該当者氏名，②該当事
項の概要，③金額，④企業・組織や団

体名などを記載して下さい。 

① ① 報酬額【1つの企業・組織や団体から年間 100万円以上】 有 ・ 無  

② ② 株式などによる利益【1つの企業から年間 100万円以上，あ

るいは当該株式の 5％以上保有】 
有 ・ 無  

③ ③ 特許権使用料【1つにつき年間 100万円以上】 有 ・ 無  

④ ④ 講演料【1つの企業・組織や団体から年間 50万円以上】 有 ・ 無  

⑤ ⑤ 原稿料【1つの企業・組織や団体から年間 50万円以上】 有 ・ 無  

⑥ ⑥ 研究費・助成金などの総額【1つの企業・組織や団体から

著者が所属する講座あるいは研究室などに支払われた総額が年間 200

万円以上】 

有 ・ 無  

⑦ ⑦ 奨学（奨励）寄付金などの総額【1つの企業・組織や団

体から著者が所属する講座あるいは研究室などに支払われた総額が年

間 200万円以上】 
有 ・ 無  

⑧ ⑧ 企業などが提供する寄付講座【企業などからの寄付講座
に所属している場合に記載】 

有 ・ 無  

⑨ ⑨ 旅費，贈答品などの受領【1つの企業・組織や団体から年

間 10万円以上】 
有 ・ 無  

（注）本 COI自己申告書は投稿後から 3年間保管されます。 

申告日（西暦）：      年    月    日 

 

著者所属                            

 

著者氏名（自署）                        
               ※申告書は各自個々に作成してください。 
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1　投稿の方法
1 ）投稿は，ウェブ上の日本歯科衛生学会論文投稿シス
テムにオンラインで論文の投稿を行う。

2）投稿は，原稿（本文および図表），「著作権委譲承諾
書」，「日本歯科衛生学会雑誌の投稿論文に関わる利
益相反（COI）自己申告書」を論文投稿システム上
へアップロードする。「日本歯科衛生学会雑誌の投
稿論文に関わる利益相反（COI）自己申告書」は，
初回の論文投稿時に著者全員分を添付する。学会よ
り論文受理の連絡があった後は，完成した論文をシ
ステム上へアップロードする。

3）原稿ファイルは，本文はMicrosoft Word 形式とす
る。図表はWord，Excel，PowerPoint，PDF，
JPEG形式とする。

4）二次出版論文投稿については，日本歯科衛生学会ホ
ームページ内の「二次出版論文投稿の手引き」に従
い，学会事務局に連絡のうえ，編集委員会の承諾を
得る。

2　投稿原稿の作成方法
〔原稿の様式〕
1 ）原稿は，A4，1 頁 800 字（40 字× 20 行），12 ポイ
ントで横書きとする。日本語は，口語体，新かなづ
かい，ひらがなとし，フォントはMS明朝とする。
英数字は，すべて半角で入力し，原則として
Times New Roman を使用する。

2）英文原稿の校正者は，歯科医学の専門知識を有する
ことが望ましい。書式は問わないが英文校閲証明書
を添付する。Abstract は投稿者が十分に吟味し，
必要に応じて英文校正者によるネイティブチェック
を受けてから投稿する。

3）原稿は必ず表紙から通し頁番号をつける。
4）組版後の原稿の長さは，原則 5頁とする（和文の場
合は1頁約1800字，英文の場合は1頁約1000語）。
また，図表は，各 1枚が本誌の片段に収まるものを
標準サイズとした場合，6枚で刷り上り1頁とする。

〔原稿の記述様式〕
1 ）原稿の表紙には，中央上段より和文による表題，著
者氏名（姓名間はスペースを空けない，著者氏名間
はコンマで区切る），所属都道府県歯科衛生士会
名，所属機関名（勤務先），英文による表題（文頭

のみ大文字使用），著者氏名（姓 - 名の順で，姓は
すべて大文字，名は頭文字のみ大文字で記載，コン
マで区切る，コンマは和文の場合には「全角」，欧
文の場合には「半角＋半角スペース」とする，括弧
（）は「全角」），キーワード（索引用語：3～ 5 語）
の順に 1行ずつあけて記載する。

複数の著者で所属が異なる場合は，著者氏名の右
肩に番号を振り，所属機関名については著者の下に
記載する。なお，所属が複数かつ都道府県歯科衛生
士会名が含まれる場合，所属都道府県歯科衛生士会
名を先に記載する。

例）〇原〇子 1，3），〇田〇 2）

　　1）所属都道府県歯科衛生士会名 A
　　2）所属都道府県歯科衛生士会名 B
　　3）所属機関名 C
2 ）原著論文は原則として，はじめに（または緒言），
対象および方法，結果，考察，結論，引用文献の順
に記載する。症例報告では，はじめに（または緒
言），症例の概要，治療経過，考察，結論，引用文
献の順に記載する。また，英文抄録（300 語以内）
と，和文抄録（600 字以内）を記載する。原著論文
以外の論文もこれに準ずるが，英文抄録および和文
抄録は必ずしも必要としない。和文抄録，英文抄録
は原則として，目的，対象および方法，結果，結論
の順に記載する。また，大項目間は 1行空ける。

3）文中の項目を細分する場合は，Ⅰ．Ⅱ．・・，�
1． 2．・・，1）　2）・・，（1） （2）・・，a　b・・
の順とする。

4）微生物，動植物などの学名は，二名法によりイタリ
ックとし，最初の文字だけ大文字で書く。

たびたび使用する場合は，2 回目以後，属名を省
略してもよい。

　例）Streptococcus mutans　⇒　S．mutans 
5 ）歯式の記載方法

本文中の歯式は漢数字を用いて，上顎右側第一大臼
歯のように具体的に明記するか，Zsigmondy’s 
system（例：6），あるいは Two-Digit system（例：
46）を用いて表記する。

6 ）図表の書き方
（1）原則として，データを図と表に重複して記載しな
い。また，図表の枚数は必要最低限にとどめる。

日本歯科衛生学会雑誌「投稿の手引き」
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（2）図表の説明は，原則として本文と同一の言語と
し，図 1，表 1 と記載する。本文で引用順に，図
（写真を含む）は，図 1，図 2・・，表は，表 1，表
2・・のように一連番号を付けて，本文の最後に記
載する。図表は本文とは別にファイルで提出する。

（3）本文中の挿入箇所を本文中該当部分の右欄外に図
1などと朱書きする。

（4）図（写真を含む），表は，原則として，白黒プリ
ントとする。

（5）図のタイトルは下に，表のタイトルは上に記載す
る。

7）引用文献について
（1）本文中の文献引用箇所には，その右肩に一連番号
を付した文献番号を記載する（例えば，「金澤ら
は・・・ということを指摘している 15）。」のよう
に）。

（2）本文最終項目の「引用文献」欄に次のように番号
順に記載する。また，同一箇所で複数引用した場合
は，年代順に並べる。同時に多数の文献を引用する
場合には，「・・多数の報告がある 2，3，7）。」「・・の
報告がある 1-10）。」

（3）雑誌論文の場合は，著者名（全員とする）：表
題，掲載誌名，掲載巻（号）：通巻頁の始‐終，西
暦年．の順に記載する。雑誌略名は，当該雑誌で規
定されている略名を採用する。

　例）1）�○原○子，○田○：学童期における永久歯
齲蝕罹患予測指標の検討，日衛学誌，2

（2）：13‐18，2008．
　　　2）�Yoshida N， Aso T， Asaga T， Okawa Y， 

Sakamaki H， Masumoto T， Matsui K， 
Kinoshita A : Introduction and evaluation 
of computer-assisted education in an 
undergraduate dental hygiene course，Int 
J Dent Hygiene， 10：61-66，2012.

（4）単行本の場合は，著者名：表題，書名，発行所，
発行地，版，西暦年，引用頁の始－終の順に記載す
る。

　例）1）�○井○子：高齢者の口腔ケアと QOL の向
上，歯科衛生士のための高齢者歯科学，永
末書店，京都，第 1 版，2005，299‐304．

（5）インターネットウェブサイトから引用する場合，
引用箇所には引用順に文献番号を掲載する。著者
は，読者からの請求があったときには，引用したウ
ェブサイトの該当頁を送付できるように，手元に保
管する。但し，極力，原著論文からの引用に努め
る。

　例）�文部科学省・厚生労働省省令：歯科衛生士学校
養成所指定規則．文部科学省・厚生労働省．平
成二七年三月三一日改正．

　　　�http : // law .e -gov .go . jp/htmldata/S25/
S25F03502001001.html（2016 年 11 月 1 日アク
セス）

8 ）原稿の終わりに「著者への連絡先」として，筆頭著
者名と責任著者名を記載すること。責任著者は、論
文掲載後に論文の責任者として問い合わせを受ける
著者である。それぞれの氏名，所属，E-mail アド
レスを記載する。筆頭著者と責任著者が同じ場合
は，筆頭著者のみでよい。
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（目的）
第 1 条　日本歯科衛生学会（以下「本学会」という。）
は，公益社団法人日本歯科衛生士会（以下「本会」と
いう。）定款第 4 条二号および第 40 条の規定に基づ
き，本学会会員（以下「学会員」という。）が行う
「人」を対象とする歯科衛生研究が，「ヘルシンキ宣
言」の趣旨に沿い，かつ文部科学省，厚生労働省等が
示す倫理指針に準拠し，倫理的観点および科学的観点
のもとに行われることを目的とする。

（委員会の設置）
第 2条　前条の目的を達成するため，日本歯科衛生学会
長（以下「学会長」という。）は，本学会に倫理審査
委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（審査の対象）
第 3条　この規程に基づく審査の対象となる研究は，学
会員が所属する研究機関に倫理審査委員会がない場合
で，学会員が主たる研究者である場合とする。

（委員会の構成）
第 4条　委員会は学会長の下に置き，次の各号に掲げる
委員をもって構成する。
（1）歯科衛生分野および歯科衛生士教育の専門家か

ら若干名
（2）歯科医学・医療の専門家から 2名
（3）法律学の専門家または人文・社会科学専門の有

識者から 1名
（4）本学会顧問 1名
（5）一般の立場を代表する者から 1名
（6）その他学会長が必要と認めた者
2　前項の委員は，本学会幹事会の議を経て本会理事
会において選任し，学会長が委嘱する。
3　委員の任期は 2 年とし，再任を妨げない。ただ
し，委員に欠員が生じた場合は，前項の選任手続き
に従ってこれを補充し，後任者の任期は前任者の残
任期間とする。
4　委員は男女両性をもって構成する。
5　委員会に委員長および副委員長を置く。委員長は
委員の互選により選出し，委員長は副委員長を指名
する。委員長に事故ある時は副委員長がその職務を
代理する。

（役割・責務）
第 5条　委員会は，学会長から研究の実施の適否等につ
いて意見を求められた場合には，文部科学省，厚生労
働省等が示す倫理指針に基づき，倫理的観点および科
学的観点から，研究者等の利益相反に関する情報も含
めて公平かつ中立的に審査を行い，文書により意見を
述べなければならない。

（申請手順き）
第 6条　審査を申請しようとする者は，別に定める手引
きに従い，別紙による申請書等に必要事項を記載し，
原本 1部および別に定める部数を学会長に提出する。
2　学会長は，歯科衛生研究倫理審査申請書等（様式
1－ 4）を受理したときは速やかに委員会に諮問す
る。

（議事）
第 7条　委員会は，委員の 3分の 2以上の出席がなけれ
ば会議を開くことができない。
2　審議または採決の際には，法律学・人文科学の専
門分野または一般の立場を代表する委員が 1名以上
出席しなければならない。
3　審査の対象となる歯科衛生研究に携わる者は，当
該研究に関する審議または採決に参加してはならな
い。ただし，委員会の求めに応じて会議に出席し，
説明することはできる。
4　学会長は，必要に応じ，会議に出席することがで
きる。ただし，委員会の委員になること並びに審議
および採決に参加することはできない。
5　審査の判定は，出席委員全員の合意によるものと
し，次の表示により行う。
（1）非該当
（2）承認
（3）不承認
6　委員会は，審査結果報告書（様式 5）を学会長に
提出する。
7　審査経過および判定結果の記録は 5 年間保存す
る。

（迅速審査）
第 8条　委員会は，以下の（1）から（3）のいずれかに
該当する審査について，委員会が指名する 2名以上の

日本歯科衛生学会 倫理審査委員会規程
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委員による審査（以下，「迅速審査」という。）を行う
ことができる。迅速審査の結果は委員会の意見として
取り扱うものとし，当該結果は全ての委員に報告しな
ければならない。
（1）研究計画の軽微な変更
（2）共同研究であって，主たる研究機関で倫理審査

委員会の承認を受けているもの
（3）研究対象者に対して最小限の危険（日常生活や

日常的な医学検査で被る身体的，心理的，社会
的危害の可能性の限度を超えない危険であっ
て，社会的に許容される種類のものをいう。）
を超える危険を含まない研究計画

（決定）
第 9条　学会長は，委員会から前条の審査結果報告書に
よる答申を受けたときは，委員会の意見を尊重し，当
該研究計画の実施を許可するか否かを決定し，審査結
果通知書（様式 6）により申請者に通知する。

（結果の報告等）
第 10 条　前条により審査が承認された者は，承認され
た研究が終了したときは，委員会を経て学会長あてに
研究結果報告書（様式 7）を提出しなければならな
い。

（守秘義務）
第 11 条　委員は，職務上で知り得た個人および研究計
画等に関する情報等について，正当な理由なく漏らし
てはならない。委員を退いた後も同様とする。

（情報公開）
第 12 条　学会長は，委員会の規程，手順書，委員名
簿，会議の記録およびその概要を公表しなければなら
ない。

（調査への協力）
第 13 条　学会長は，委員会が国が定める倫理指針に適
合しているか否かについて，文部科学大臣，厚生労働
大臣等が実施する実地または書面による調査に協力し
なければならない。

（教育・研修）
第 14 条　学会長は，委員会委員に対して，国が定める
倫理指針等に関する教育・研修を実施しなければなら
ない。
2　学会長は，学会員の歯科衛生研究の倫理に関する
講習その他必要な教育を受けるための措置を講じな
ければならない。

（調査）
第 15 条　委員会は，倫理審査が承認され，実施中また
は終了した歯科衛生研究について，その適正性および
信頼性を確保するための調査を行うことができる。

（事務）
第 16 条　委員会の事務は，本学会事務局において処理
する。
2　事務局職員は，審査等に係わる事務を行う上で知
り得た個人および研究計画等に関する情報につい
て，正当な理由なく漏らしてはならない。事務局職
員を退いた後も同様とする。

（申請に係る経費）
第 17 条　審査を申請した者は，審査に必要な経費とし
て別に定める審査料を納める。ただし，学会長が認め
る場合においてはこの限りではない。

（規程の改廃）
第 18 条　本規程の改廃は，委員の 3分の 2以上の合意
を得，本学会幹事会の議を経て，本会理事会において
これを定める。

（運営細則）
第 19 条　この規程に定めるもののほか，委員会の運営
に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮り，本学会
幹事会の承認を得て運営細則に定める。

附　則
1　本規程は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
2　令和 4年 1月 25 日一部改正
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（趣旨）
第 1条　この運営細則は，日本歯科衛生学会倫理審査委
員会規程に基づき，倫理審査委員会（以下「委員会」
という。）の運営に必要な事項を定める。

（委員会の開催）
第 2 条　委員会は委員長が招集し，原則として年 2 回
（9月，3月）開催する。
2　前項に関わらず，委員長は必要に応じて委員会を
招集することができる。

（申請書等の事前確認に関する事項）
第 3条　委員長は，歯科衛生研究倫理審査申請書等を事
前に確認するため，委員会規程第 4条第 1項に規定す
る委員のうちから若干名の委員を指名することができ
る。

（不服申立に関する事項）
第 4条　申請者は審査結果に対して，具体的な理由を付
して不服申立を行うことができる。
2　不服申立は，結果の報告を受けてから 14 日以内
でなければならない。

（経費に関する事項）
第 5条　審査に必要な経費として申請者は申請 1件につ
き 1万円を本学会に納める。
2　当該審査の経費納入と，申請者の当該年度の本学
会年会費の納入を確認の上，審査の結果を申請者に
通知する。
3　自然災害等，原則として本人の責めによらない事
由により研究期間が延長となった場合，学会長が認
める場合は再審査に係る第１項の経費を免除するこ
とができる。

（審査有効期間に関する事項）
第 6条　審査有効期間は承認を受けてから研究終了予定
日までとする。ただし，終了予定日を超える場合は再
度審査を必要とする。

附　則
1　本運営細則は，平成26年4月1日から施行する。
2　平成 28 年 12 月 1 日一部改正
3　令和 4年 1月 25 日一部改正

日本歯科衛生学会 倫理審査委員会運営細則

倫理審査申請は，日本歯科衛生学会ウェブサイトから，倫理審査申請の手引き，申請様式等をダウンロードし，申請
してください。
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倫理審査委員会の審査を要する研究

申請不必要

現在，本学会で行われている研究のうち多くの研究は倫理審査が必要です。

いいえ

はい
申請不必要

はい

いいえ

申請不必要
はい

いいえ

申請必要
はい

いいえ

申請必要
はい

いいえ

申請必要
はい

いいえ

*審査不要（研究責任者の責任で研究を行う）の判断の要件
1）匿名化されている情報のみを用いる研究
2）本格的な研究開始前の予備的研究であり，明確な仮説検証などを行わず，研究メンバーを対象にした実験や調査
　 で，対象者のリスクや個人情報保護などに適切に配慮している場合
3）細胞バンクや組織バンクなどから適切な手続きで入手し，匿名化された試料を用いた研究
4）以下のすべての条件を満たしている研究
（1）対象者保護に適切に配慮している
（2）個人情報を取り扱わない
（3）データ収集を研究と直接関係のないほかの機関や会社などに依頼していない
（4）研究結果あるいは対象者保護に影響を及ぼすと第3者が感じるかもしれない経済的利益がない
（5）映像，音声のデータを収集していない
（6）社会的弱者になりやすい特徴を有する集団を対象としていない
（7）研究全体を通じて，介入が含まれない
（8）質問紙調査、実験提示刺激などにおいて，すべての項目に社会的生活で経験したり，日常会話の内容に出てきた
　　 りする範囲を超えるものが含まれていない
（9）虚偽の説明が含まれていない（ディセプションの手続き）

①計画している研究は，人および人に関する情報やデータまた
は人由来試料を対象とするものですか？

②研究に使用する人に関する情報やデータまたは人由来試料は
下記の２つの条件をともに満たしますか？
・公的に入手可能な既存のものである
・いかなる手段によっても被験者が特定できない

③計画している研究は，欄外に示す項目*の審査不要の判断の要
件に該当する研究ですか？

④計画している研究は，健康に関する様々な事象の頻度，分布，
要因を，多数症例を統計解析することにより明らかにする量的
研究ですか？

⑤計画している研究は，④以外の介入を伴う医学研究または試
料などを用いる医学系研究ですか？

⑥対象者への身体的介入または精神的介入を伴う研究ですか？

必ずしも申請する必要がありませんが，判断が難しい場合は，ご相談ください。
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第１条　目的
日本歯科衛生学会（以下，本学会）は，会員の研究等
の利益相反（Conflict of Interest:COI）状態を公正に管理す
るために「研究等の利益相反に関する指針」（以下，利益
相反指針）を策定し，会員の研究等の公正・公平さを維持
し，透明性，社会的信頼性を保持しつつ産学連携による研
究等の適正な推進を図るものとする。

第２条　対象者
利益相反指針は，COI状態が生じる可能性のある以下
の対象者に適用する。
（1）本学会会員
（2）本学会が実施する学術大会等の発表者
（3）本学会が発行する学会雑誌等の著者
（4）本学会が実施する研究・教育および調査に係る研
究者

（5）（1）～（4）の対象者の配偶者，一親等の親族，
または収入・財産を共有する者

第３条　対象となる事業活動
利益相反指針の対象となる事業活動の例は，以下のと
おりである。
（1）本学会学術大会等の開催
（2）本学会雑誌の発行
（3）本学会が実施する研究・教育および調査事業
（4）その他，本学会会員の目的を達成するために必要
な事業活動

第４条　申告すべき事項
対象者は，個人における以下の（1）～（10）の事項に
ついて，利益相反指針の定める基準を超える場合には，そ
の正確な状況を，所定の様式により，本学会学会長（以
下，学会長）に申告するものとする。申告された内容の具
体的な開示，公開方法は利益相反指針の定めるところによ
り行うものとする。
（1）企業・法人組織，営利を目的とする団体の役員，
顧問職，社員などへの就任

（2）企業の株の保有
（3）企業・法人組織，営利を目的とする団体からの特
許権使用料

（4）企業・法人組織，営利を目的とする団体から，会
議の出席（発表）において，研究者を拘束した時

間・労力に対して支払われた日当（講演料など）
（5）企業・法人組織，営利を目的とする団体がパンフ
レットなどの執筆に対して支払った原稿料

（6）企業・法人組織，営利を目的とする団体が提供す
る臨床研究費（治験，臨床試験費など）

（7）企業・法人組織，営利を目的とする団体が提供す
る研究費（受託研究，共同研究，寄付金など）

（8）企業・法人組織，営利を目的とする団体がスポン
サーとなる寄付講座

（9）企業・法人組織，営利を目的とする団体に所属す
る人員・設備・施設が，研究遂行に提供された場合

（10）その他，上記以外の旅費（学会参加など）や贈
答品などの受領

第５条　COI 自己申告の基準
前条で規定する基準は以下の通りとする。下記の基準
の金額には消費税額を含まないものとする。
（1）企業・組織や団体の役員，顧問職，社員について
は，1 つの企業・組織や団体からの報酬額が年間
100 万円以上とする。

（2）株式の保有については，1つの企業についての年
間の株式による利益（配当，売却益の総和）が 100
万円以上の場合あるいは当該全株式の 5％以上を所
有する場合とする。

（3）企業・組織や団体からの特許権使用料について
は，1つの権利使用料が年間 100 万円以上とする。

（4）企業・組織や団体から，会議の出席（発表）にお
いて，研究者を拘束した時間・労力に対して支払わ
れた日当（講演料など）については，1つの企業・
団体からの総額が年間 50 万円以上とする。

（5）企業・組織や団体から支払われたパンフレットな
どの執筆に対する原稿料については，1つの企業・
組織や団体からの総額が年間 50 万円以上とする。

（6）企業・組織や団体が提供する研究費については，
1つの企業・団体から歯科医学研究（受託研究費，
共同研究費，臨床試験など）に対して支払われた総
額が年間 200 万円以上とする。

（7）企業・組織や団体が提供する奨学（奨励）寄付金
については，1つの企業・組織や団体から，申告者
個人または申告者が所属する部局あるいは研究室の
代表者に支払われた総額が年間 200 万円以上の場合
とする。

日本歯科衛生学会研究等の利益相反に関する指針
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（8）企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者ら
が所属している場合とする。

（9）その他，研究とは直接無関係な旅行，贈答品など
の提供については，1つの企業・組織や団体から受
けた総額が年間 10 万円以上とする。

第６条　（COI 自己申告書の取り扱い）
第1項

本学会の学術大会等での発表に係る抄録登録時，本
学会雑誌への論文投稿時あるいは本学会が実施する研
究・教育および調査事業の実施にあたり，研究倫理審
査申請書と併せて提出される COI 自己申告書は，受
理日から 3 年間，学会長の監督下に本学会事務所で厳
重に保管されなければならない。ただし，本学会雑誌
の投稿規程等において，COI 自己申告について別に
定めのある場合は，その定めによる申告をもって，利
益相反指針における COI 自己申告に代えることがで
きる。
第2項

COI 情報は，原則として非公開とする。COI 情報
は，本学会の活動，各種委員会の活動などに関して，
本学会として社会的 ･ 道義的な説明責任を果たすため
に必要があるときは，幹事会の議を経て，必要な範囲
で本学会の内外に開示若しくは公表することができ
る。但し，当該問題を取り扱うに適切な特定の理事に
委嘱して，利益相反委員会（以下，COI 委員会）の
助言のもとにその決定をさせることを妨げない。この
場合，開示もしくは公開される COI 情報の当事者
は，幹事会若しくは決定を委嘱された理事に対して意
見を述べることができる。但し，開示もしくは公表に
ついて緊急性があって意見を聞く余裕がないときは，
その限りではない。
第3項

本学会の非会員から特定の会員を指名しての開示請
求（法的請求も含めて）があった場合，妥当と思われ
る理由があれば，学会長からの諮問を受けて COI 委
員会が個人情報の保護のもとに適切に対応する。しか
し，COI 委員会で対応できないと判断された場合に
は，学会長が指名する会員若干名および外部委員 1 名
以上により構成される利益相反調査委員会を設置して
諮問する。利益相反調査委員会は開示請求書を受領し
てから 30 日以内に委員会を開催して可及的すみやか
にその答申を行う。

第７条　（利益相反委員会（COI 委員会））
利益相反委員会（以下，COI委員会）は学会長の下に
置き，COI委員会の組織，業務等に関わる事項は別に定
める。COI委員は知り得たCOI情報についての守秘義務
を負う。COI委員は幹事会と連携して，本指針に定める
ところにより，会員のCOI状態が深刻な事態へと発展す
ることを未然に防止するための管理と違反に対する対応を
行う。委員にかかるCOI事項の報告ならびにCOI情報の
取扱いについては，第6条の規定を準用する。

第８条　（違反者に対する措置）
提出されたCOI自己申告事項について，疑義もしくは
社会的・道義的問題が発生した場合，本学会として社会的
説明責任を果たすためにCOI委員会が十分な調査，ヒア
リングなどを行ったうえで適切な措置を講ずる。深刻な利
益相反状態があり，説明責任が果たせない場合には，学会
長は幹事会で審議のうえ，当該発表予定者の学会発表や論
文発表の差止めなどの措置を講じることができる。既に発
表された後に疑義などの問題が発生した場合には，学会長
は事実関係を調査し，違反があれば掲載論文の撤回などの
措置を講じ，違反の内容が本学会の社会的信頼性を著しく
損なう場合には，必要な措置を講じることができる。

第９条　（不服申し立て）
第1項：不服申し立て請求

第 8 条により，違反措置の決定通知を受けた者は，
当該結果に不服があるときは，幹事会議決の結果の通
知を受けた日から 7 日以内に，学会長宛ての不服申し
立て審査請求書を本学会事務局に提出することによ
り，審査請求をすることができる。審査請求書には，
学会長が文書で示した決定理由に対する具体的な反論
･ 反対意見を簡潔に記載するものとする。その場合，
学会長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる
関連情報を文書で示すことができる。
第2項：不服申し立て審査手続
１．不服申し立ての審査請求を受けた場合，学会長
は速やかに不服申し立て審査委員会（以下，審査
委員会という）を設置しなければならない。審査
委員会は学会長が指名する本学会会員若干名およ
び外部委員 1名以上により構成され，委員長は委
員の互選により選出する。COI 委員は審査委員
会委員を兼ねることはできない。審査委員会は審
査請求書を受領してから 30 日以内に委員会を開
催してその審査を行う。
２．審査委員会は，当該不服申し立てにかかる
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COI 委員会委員長ならびに不服申し立て者から
意見を聴取することができる。
３．審査委員会は，特別の事情がない限り，審査に
関する第 1回の委員会開催日から 30 日以内に不
服申し立てに対する答申書をまとめ，幹事会に提
出する。
４．幹事会は不服申し立てに対する審査委員会の裁
定をもとに最終処分を決定する。

第 10 条　（守秘義務違反者に対する措置）
COI情報を管理する上で，個人のCOI情報を知り得た
本学会事務局職員は，関係役職者と同様に第6条第2項に

定める守秘義務を負う。正規の手続きを踏まず，COI情
報を意図的に部外者に漏洩した関係者や事務局職員に対し
て，幹事会は罰則を科すことが出来る。

第 11 条　（指針の改正）
本指針は，社会的要因や産学連携に関する法令の改
正，ならびに医療および臨床研究に関わる諸条件の変化等
に適合させる必要がある場合，COI委員会の答申に基づ
き，幹事会の議を経て改正することができる。

附　則
１．本指針は，令和４年 12 月３日より実施とする。
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日本歯科衛生学会 COI自己申告書 
 

 
申告者氏名 ：                
 
申 告 理 由 ：                                 

 

項  目 該当の状況 有であれば、企業・団体名などの記載 

① 報酬額 
 1つの企業・団体から年間 100万円以上 

有 ・ 無  

② 株式の利益  
 1 つの企業から年間 100 万円以上，あるいは当

該株式の 5％以上保有 
有 ・ 無  

③ 特許使用料  
 1つにつき年間 100万円以上 

有 ・ 無  

④ 講演料  
 1つの企業・団体からの年間合計 50万以上 

有 ・ 無  

⑤ 原稿料  
 1つの企業・団体から年間合計 50万円以上 

有 ・ 無  

⑥ 研究費・助成金などの総額  
 1つの企業・団体から申告者個人もしくは申告者

が所属する講座あるいは研究室などに支払われ

た総額が年間 200万円以上 

有 ・ 無  

⑦ 奨学（奨励）寄付などの総額  
 1つの企業・団体から申告者個人もしくは申告者

が所属する講座あるいは研究室などに支払われ

た総額が年間 200万円以上 

有 ・ 無  

⑧ 企業などが提供する寄付講座  
 （企業などからの寄付講座に所属している場合
に記載） 

有 ・ 無  

⑨ 旅費，贈答品などの受領  
 1つの企業・団体から年間 10万円以上 

有 ・ 無  

１．提出時から遡って１年間以内の COI状況を申告してください。 
２．本 COI自己申告書は受理後 3年間保管されます。 
 

申告日（西暦）：    年  月  日 

              （署名）                        
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日本歯科衛生学会 COI自己申告書 

（配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者） 
 
 

申告者氏名 ：                
 
申 告 理 由 ：                                 

 

項  目 該当の状況 有であれば、企業・団体名などの記載 

① 報酬額 

 1つの企業・団体から年間 100万円以上 有 ・ 無  

② 株式の利益  

 1 つの企業から年間 100 万円以上，あるいは当

該株式の 5％以上保有 
有 ・ 無  

③ 特許使用料  

 1つにつき年間 100万円以上 有 ・ 無  

④ 講演料  

 1つの企業・団体からの年間合計 50万以上 有 ・ 無  

⑤ 原稿料  

 1つの企業・団体から年間合計 50万円以上 有 ・ 無  

⑥ 研究費・助成金などの総額  

 1 つの企業・団体から申告者個人もしくは申告

者が所属する講座あるいは研究室などに支払わ

れた総額が年間 200万円以上 

有 ・ 無  

⑦ 奨学（奨励）寄付などの総額  

 1 つの企業・団体から申告者個人もしくは申告

者が所属する講座あるいは研究室などに支払わ

れた総額が年間 200万円以上 

有 ・ 無  

⑧ 企業などが提供する寄付講座  

 （企業などからの寄付講座に所属している場合

に記載） 
有 ・ 無  

⑨ 旅費，贈答品などの受領  

 1つの企業・団体から年間 10万円以上 有 ・ 無  

１．提出時から遡って１年間以内の COI状況を申告してください。 
２．本 COI自己申告書は受理後 3年間保管されます。 
 

申告日（西暦）   年  月  日 

              （署名）                        
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（目的）
第１条　本委員会は産学連携活動により生じる利益相反
問題に適切に対処することにより，本学会会員（以
下，会員）および本学会の名誉および社会的信用を保
持することを目的とする。

（設置）
第２条　日本歯科衛生学会（以下，本学会）は，日本歯
科衛生学会研究等の利益相反に関する指針第 7条の規
定に基づき，利益相反委員会（以下，本委員会）を置
く。

（所掌事項）
第３条　本委員会は，次の事項を所掌する。
（1）利益相反に関する調査，審議，審査マネジメン
ト，改善措置の提案，勧告に関する事項

（2）その他，利益相反に係る必要事項

（組織）
第４条　本委員会は，学会長の下に置き，次の各号に掲
げる委員をもって組織する。
（1）本学会学会長（以下，学会長）が指名する会員若
干名。

（2）本学会顧問 1名

２　委員は，本学会幹事会の議を経て日本歯科衛生
士会（以下，本会）理事会において選任し，学会
長が委嘱する。
３　委員長は委員の互選により選出する。
４　委員の任期は 2年とし，再任を妨げない。委員
に欠員が生じた場合は，これを補充するものと
し，その任期は，前任者の残任期間とする。

（会議）
第５条　本委員会は，必要の都度，委員長が招集する。
２　本委員会は，委員の３分の２以上の出席をもって
成立する。
３　本委員会が必要と認めたときは，委員以外の者の
出席を求め，意見を聴くことができる。

（改廃）
第６条　本規程の改廃は，委員の 3分の 2以上の合意を
得，本学会幹事会の議を経て，本会理事会の承認を得
なければならない。

附　則
本規程は，令和４年 12 月３日から施行する。

日本歯科衛生学会利益相反委員会規程



26

第１章　総　　　則

（趣旨）
第１条　この規則は，公益社団法人日本歯科衛生士会（以
下「日本歯科衛生士会」という。）定款第４０条の規定
に基づき，日本歯科衛生学会（以下「本学会」という。）
の運営に関し必要な事項を定める。

（名称）
第２条　本学会は，日本歯科衛生学会（The Japan 
Society for Dental Hygiene）という。

（目的）
第３条　本学会は，歯科衛生の向上と実践に根ざした学
術研究の振興に努め，もって人々の健康と福祉に貢献
することを目的とする。

（事業）
第４条　本学会は，前条の目的を達成するため，次の事
業を行う。
一　学術大会の開催
二　学会雑誌の発行
三　歯科衛生の向上と実践に関する調査及び研究
四　専門分科会の推進
五　その他本学会の目的達成に必要な事業

（事務所）
第５条　本学会は，事務所を日本歯科衛生士会内（東京
都新宿区大久保二丁目 11 番 19 号）に置く。

第２章　学会会員

（学会会員）
第６条　学会会員（以下「学会員」という。）は，次のと
おりとする。
一　第一会員　日本歯科衛生士会正会員
二　第二会員　第一会員以外で，本学会に直接入会し
た個人会員
三　賛助会員　日本歯科衛生士会の賛助会員であり，
本学会の目的に賛同する企業・団体
四　学生会員　日本歯科衛生士会学生会員

（入会手続き及び学会会費）
第７条　前条各号における学会員の入会手続き及び学会
会費等は，日本歯科衛生士会「会員規程」，「会費規程」

及び「日本歯科衛生学会運営細則」に定める。

第３章　役　員　等

（役員）
第８条　本学会に次の役員を置く。
学会長　　１名
学会理事　１～２名
２　学会長は，日本歯科衛生士会会長又は第一会員の中
から学会幹事会が推薦し，日本歯科衛生士会理事会（以
下「理事会」という。）において選任された者をもって
あて，本学会を統括する。
３　学会理事は，日本歯科衛生士会理事をもってあて，
学会事業を執行する。

（学会委員）
第９条　本学会に学会委員若干名を置く。
２　学会委員は，第一会員及び学会長が指名する有識者
をもって構成する。
₃　前項の規定にかかわらず，倫理審査委員会委員は，
倫理審査委員会規程第４条に基づき構成する。
₄　学会委員は，学会幹事会の議を経て，理事会におい
て決定し，学会長が委嘱する。

（学会幹事）
第 10 条　学会長は，学会委員の中から学会幹事長 1名，
学会副幹事長２名及び学会幹事 4名程度を指名する。
２　学会幹事は，学会委員の業務別に委員会を構成し，
委員長として委員会の業務を統括する。委員長は，学
会委員の中から必要に応じて副委員長を指名すること
ができる。
３　学会幹事長は，学会長を補佐し，副幹事長は学会長・
幹事長を補佐し，本学会の業務を分担執行する。

（学術大会長）
第 11 条　学術大会に学術大会長（以下「大会長」という。）
を置く。
₂　大会長は，開催担当都道府県歯科衛生士会（以下「開
催担当県会」という。）会長または開催担当県会長が第
一会員の中から推薦する者とし，学会運営協議会の議
を経て，理事会において決定する。
₃　大会長は，学術大会準備委員会を組織し，学術大会
開催に伴う業務を執行する。
₄　大会長の任期は，当該学術大会の任務が終了するま
でとする。

公益社団法人日本歯科衛生士会 日本歯科衛生学会規則



日衛学誌  JJSDH  Vol.20 No.1 (2025)

27

（学会顧問）
第 12 条　本学会に学会顧問を若干名置くことができる。
２　学会顧問は，学会幹事会の推薦を得て，理事会にお
いて決定し，学会長が委嘱する。
３　学会顧問は，学会長の諮問に応え，会議に出席して
意見を述べることができる。
４　学会顧問の任期は，その委嘱した学会長の在任期間
とする。

第４章　会　　　議

（学会運営協議会）
第 13 条　本学会の円滑な運営を図るため，学会運営協議
会を年１回以上開催し，次の事項を協議する。
一　学術大会開催担当県会及び大会長の選出に関する
事項
二　その他学会運営に必要な事項
２　学会運営協議会の構成は，次のとおりとし，学会長
が招集する。
学会長
学会理事
学会幹事長，副幹事長及び学会幹事
大会長
次期大会長
その他学会長が必要と認めた者

３　学会運営協議会の議長は，学会長がこれにあたる。

（学会幹事会）
第 14 条　学会幹事会は，学会長および学会幹事により構
成し，学会事業の企画運営及び業務の実施に関する事
項を審議する。ただし，必要に応じて大会長又は次期
大会長が出席することができる。
２　学会幹事会は，学会長が招集する。
３　学会理事は，学会幹事会に出席し，審議事項につい
て意見を述べ，理事会との連携・調整を図るものとする。

（学術プログラム委員会）
第 15 条　学術大会の企画主旨及び学術大会プログラム編
成等について協議するため，年 1回，学術プログラム
委員会を開催する。
２　学術プログラム委員会の構成は次のとおりとし，学
会長が招集する。
学会長
学会幹事長，副幹事長及び幹事
学術大会大会長及び準備委員長
日本歯科衛生士会会長及び学会担当理事
その他学会長が必要と認めた者

（学術表彰選考委員会）
第 16 条　日本歯科衛生士会表彰規程第７条第四号の規定
に基づく学術賞の表彰授賞者を選考するため，学術表
彰選考委員会を開催する。
２　学術表彰選考委員会の構成は次のとおりとし，学会
長が招集する。
学会長
学会顧問
学会幹事長，副幹事長及び幹事
日本歯科衛生士会会長，専務理事及び学会担当理事

３　学術表彰選考委員会の運営に関し必要な事項は，学
術表彰選考要領に定める。

（学会委員会）
第 17 条　学会委員会は，学会委員により構成し，業務別
に次の委員会を置く。各委員会は，担当の学会幹事が
招集する。
一　企画第一委員会
二　企画第二委員会
三　編集委員会
四　総務委員会
五　倫理審査委員会
六　利益相反委員会
２　学会長及び学会幹事長は，必要に応じて前項第一号
から第六号に掲げる委員会に出席し，意見を述べるこ
とができる。
３　第１項第五号に規定する倫理審査委員会の運営に関
し必要な事項は，倫理審査委員会規程に定める。
４　第１項第六号に規定する利益相反委員会の運営に関
し必要な事項は，利益相反委員会規程に定める。
５　各委員会の任務は別に定める。

第５章　学術大会

（開催）
第 18 条　本学会の学術大会は，毎年１回以上開催する。
２　学術大会において専門領域別研究集会を開催するこ
とができる。
３　学術大会の開催地及び開催担当県会は，学会運営協
議会の議を経て，理事会において決定する。
４　天災その他やむを得ない事由により，学術大会の現
地開催が困難になった場合は，前項規定にかかわらず
開催方法を変更することができる。開催方法の変更は，
学会幹事会の議を経て，理事会において決定する。

（演題応募）
第 19 条　学術大会への演題応募資格は，原則として学会
員とする。学会員以外の共同研究者については，別に
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定める。
２　演題応募要領は，別に定める。

（参加費）
第 20 条　学術大会参加費は，別に定める。

第６章　学会雑誌の編集

（学会雑誌の編集）
第 21 条　学会雑誌の編集は，編集委員会が行う。
２　編集委員会に論文等の査読委員を置く。査読委員は，
学会長が委嘱する第一会員及び有識者により構成する。

（学会雑誌の投稿論文）
第 22 条　学会雑誌投稿論文の応募資格は，学会員とし，
投稿規程は，別に定める。

第７章　雑　　　則

（会計）
第 23 条　本学会事業の経費は，日本歯科衛生士会会費，
学術大会参加費，その他学会事業に伴う収入をもって
充て，その収支予算，収支決算は，日本歯科衛生士会
の正味財産増減計算書等において代議員会の議決を経
るものとする。
２　学会事業に伴う会計処理は，日本歯科衛生士会定款
規程に準じて行い，日本歯科衛生士会監事の監査を受

けなければならない。

（学会事務職員）
第 24 条　学会事務を処理するため，日本歯科衛生士会事
務局内に学会担当職員を置く。

（規則の改廃）
第 25 条　この規則の改廃は，学会幹事会の議を経て，理
事会の決議により行う。

（補則）
第 26 条　この規則の実施に関し必要な事項は，学会幹事
会の議を経て，理事会において別に定める。

附　則
１　この規則は，一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律第 106 条第１項に定める公益法人の設立の登記の日
（平成 24 年４月１日）から施行する。
２　この規則は，平成 26 年４月１日から施行する。
３　この規則は，令和２年７月１日から施行する。
４　この規則は，令和４年 12 月３日から施行する。
５　この規則は，令和５年４月１日から施行する。
６　この規則は，令和７年５月 18 日から施行する。
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（趣旨）
第１条　この細則は，日本歯科衛生学会規則（以下「学
会規則」という。）第７条及び第 26 条に基づき，日本
歯科衛生学会（以下「本学会」という。）の運営に必
要な事項を定める。

（入会）
第２条　本学会の第一会員は，公益社団法人日本歯科衛
生士会（以下「日本歯科衛生士会」という。）定款第
６条に定める入会をもって同時入会とする。
2　学生会員・第二会員及び賛助会員は，日本歯科衛生
士会入会をもって本学会への同時入会とする。
3　本学会は，第二会員に第二会員証を交付する。
4　本条に規定する会員の資格及び入会手続き等に関す
る事項は，日本歯科衛生士会「会員規程」に定める。

（学会会費等）
第３条　前条に規定する本学会会員（以下「学会員」と
いう。）の入会金及び年会費の額は，日本歯科衛生士
会「会費規程」に定める。

（学会委員会）
第４条　学会規則第 17 条に基づく学会委員会の任務
は，次のとおりとする。
一　企画第一委員会は，学会事業の企画運営に関する
事項を審議する。
二　企画第二委員会は，専門領域別・研究集会の開催
に関する事項を審議する。委員は専門領域別に構成
することができる。
三　編集委員会は，学会雑誌投稿論文及び学術大会演
題抄録等の査読，審査，その他学会雑誌の編集に伴
う事項を審議する。
四　総務委員会は，学会の総務及び会計に関する事項
を審議する。
五　倫理審査委員会は，倫理審査委員会規程に基づく
事項を審議し，審査する。
六　利益相反委員会は，利益相反委員会規程に基づく
事項を審議し，対処する。

（学術大会）
第５条　学術大会の開催に伴う要領は，「学術大会開催
要領」等に定める。
2　学術大会の演題応募は，「演題応募要領」に定める。
3　演題応募を希望する学会員以外の共同研究者は，学

会長の承認を得て，投稿原稿に記名することができ
る。
4　学術大会参加費は，学術大会の開催方法に応じて，
その都度，学会幹事会の議を経て，日本歯科衛生士会
理事会（以下「理事会」という。）において決定する。
5　前項の規定にかかわらず，誌上開催の場合は，原則
として学術大会参加費は徴収しない。ただし，事務手
続き等に要する費用は別途徴収することができる。事
務手続き等に要する費用の徴収は学会幹事会において
決定し，理事会に報告する。

（学会雑誌の編集）
第６条　学会雑誌投稿論文は，本学会の目的及び投稿規
程にかなった研究論文であり，未発表のものとする。

（退会）
第７条　第二会員が本会を退会しようとするときは，日
本歯科衛生士会「会員規程」に基づき，所定の退会届
を提出しなければならない。

（運営細則の変更）
第８条　この運営細則の改廃は，学会幹事会の議を経
て，理事会の決議により行う。

附　則
1　この運営細則は，一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律第 106 条第１項に定める公益法人の設立の登記
の日（平成２４年４月１日）から施行する。
2　この運営細則は，平成25年４月１日から施行する。
3　この運営細則は，平成29年１月１日から施行する。
4　この運営細則は，令和２年７月１日から施行する。
5　この運営細則は，令和４年12月３日から施行する。
6　この運営細則は，令和５年４月１日から施行する。
7　この運営細則は，令和７年７月 13日から施行する。

公益社団法人日本歯科衛生士会 日本歯科衛生学会運営細則
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賛助会員一覧

医歯薬出版株式会社
一世印刷株式会社
ウエルテック株式会社
長田電機工業株式会社
株式会社オール・デンタル・ジャパン
株式会社カンミ堂
株式会社クオキャリア
クロスフィールド株式会社
小林製薬株式会社
有限会社佐々木広告社
サンスター株式会社
株式会社ジェイ・エム・エス
株式会社ジーシー
株式会社ジーシー昭和薬品
株式会社松風
タカラベルモント株式会社
株式会社デンタルダイヤモンド社
デンタルHR総研株式会社
デンプロ株式会社
日本歯科薬品株式会社
株式会社日本生物製剤
日本ビテイリース株式会社ナノスイカンパニー
ヒューフレディ・ジャパン合同会社
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
株式会社フードケア
メディア株式会社
株式会社モリタ
株式会社ヨシダ
ライオン歯科材株式会社
株式会社ロッテ
Haleon ジャパン株式会社
Kenvue Japan
NISSHAゾンネボード製薬株式会社
株式会社 P&A
株式会社YDM

（2025 年 8 月 1 日現在 35 社　50 音順）
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○学会長
藤原奈津美（徳島大学大学院医歯薬学研究部）
○学会理事

石川奈保美（鶴見大学短期大学部歯科衛生科）
○幹事長

新井　　恵（埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科）
○副幹事長

伊藤　　奏（東京科学大学大学院医歯学総合研究科）
星合　愛子（明海大学保健医療学部口腔保健学科）
○幹事

江口　貴子（東京歯科大学短期大学）
西村　瑠美（広島大学大学院医系科学研究科）
福田　昌代（神戸常盤大学保健科学部口腔保健学科）
米澤　大輔（新潟大学大学院医歯学総合研究科）
○編集委員会
　委員長

新井　　恵（埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科）
　副委員長

伊藤　　奏（東京科学大学大学院医歯学総合研究科）
松田　悠平（島根大学医学部歯科口腔外科学講座）
森下　志穂（明海大学保健医療学部口腔保健学科）
　委員

西村　瑠美（広島大学大学院医系科学研究科）
白部　麻樹（東京都健康長寿医療センター研究所）
芝原花奈子（埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科）
野口　有紀（静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科）
船原まどか（九州歯科大学歯学部口腔保健学科）
浪花　真子（九州看護福祉大学看護福祉学部口腔保健学科）
○企画第一委員会
　委員長

福田　昌代（神戸常盤大学保健科学部口腔保健学科）
　副委員長

安達奈穂子（東京科学大学大学院医歯学総合研究科）
阿部　智美（鶴見大学短期大学部歯科衛生科）
　委員

山村有希子（千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科）
大宮由布子（仙台青葉学院短期大学歯科衛生学科）
野上有紀子（宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科）

○企画第二委員会
　委員長

米澤　大輔（新潟大学大学院医歯学総合研究科）
　副委員長

西村　瑠美（広島大学大学院医系科学研究科）
　委員

川野　亜希（神戸常盤大学保健科学部口腔保健学科）
松田　悠平（島根大学医学部歯科口腔外科学講座）
白部　麻樹（東京都健康長寿医療センター研究所）
松原ちあき（静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科）

○総務委員会
　委員長

江口　貴子（東京歯科大学短期大学）
　副委員長

山中　紗都（千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科）
　委員

尾形　祐己（京都光華女子大学短期大学部歯科衛生学科）
三分一恵里（明海大学保健医療学部口腔保健学科）
○倫理審査委員会
　委員長

星合　愛子（明海大学保健医療学部口腔保健学科）
　副委員長

川野　亜希（神戸常盤大学保健科学部口腔保健学科）
　委員

鳥山　佳則（東京歯科大学短期大学）
関根　　透（鶴見大学歯学部）
岡本　哲治（東亜大学）
田代　宗嗣（千葉県立保健医療大学）
白石　泰夫（医歯薬出版株式会社）
宮武　洋吉（立川北法律事務所）
芝原花奈子（埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科）
松村　佑季（徳島大学大学院医歯薬学研究部）
○利益相反委員会
　委員長

星合　愛子（明海大学保健医療学部口腔保健学科）
　委員

川野　亜希（神戸常盤大学保健科学部口腔保健学科）
鳥山　佳則（東京歯科大学短期大学）
野口　有紀（静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科）
松村　佑季（徳島大学大学院医歯薬学研究部）

○第 20回（2025 年度）学術大会長
藤山　美里（公益社団法人 東京都歯科衛生士会 会長）

○学会顧問
木下　淳博（東京科学大学教授）
鳥山　佳則（東京歯科大学短期大学名誉教授）
宮﨑　秀夫（新潟大学名誉教授・明倫短期大学学長）
吉田　幸恵（神戸常盤大学教授）
� （敬称略・五十音順）

学会役員，幹事，委員等
2025 年 8 月 1 日現在
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○ 2025～2026 年度
日本歯科衛生学会雑誌発行予定

巻　号 発行予定
Vol.20 No.2 2026 年 2 月 10 日
Vol.21 No.1 2026 年 8 月 10 日
Vol.21 No.2 2027 年 2 月 10 日

11 月 2 日～ 3日に開催いたします第 20 学術大会は「歯科医療DXで変わる！歯科衛生士の未来‐知る，活
用する，つながる」というテーマのもと，123 題の幅広いテーマの発表が集まりました。今年度から学術大会
のご案内や抄録は8月発行の学会雑誌と別に大会プログラム集（9月末Web公開予定）として作成いたします。
歯科衛生士がデジタル技術を活用することで，どのように業務の効率化や患者へのケアの質向上に寄与でき
るか，具体的な事例や研究結果を共有する場となることが期待されます。昨年に続いての特別プログラムであ
る専門領域別研究集会の発表も含まれております。ぜひご参加ください。
論文執筆というとハードルの高さを感じるかもしれませんが，日常なさっている歯科衛生業務および活動で
得た知見を論文にまとめて公表することは，会員の皆様にエビデンスを共有できる機会となり，歯科衛生士全
体の質の向上につながります。編集委員会では投稿いただいた論文が本誌に掲載されるよう全力でサポートを
行ってまいります。今後とも，皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
また，本誌は第 20 巻第 1号より電子ジャーナルに移行いたしました。会員の皆様や会員外の方も，より身
近に論文を閲覧できるようになるかと存じます。紙媒体が無くなり寂しくなりますが，いつでもどこでも論文
に触れることができるようになります。ぜひご活用いただければと存じます。

（編集委員　芝原花奈子）

編　集　後　記




